
基本計画(4年間：2020～2023年度)基本構想(8年間：2020～2027年度)

桐生市第六次総合計画行政案（概要）

第１章 桐生市の将来像

１ 将来都市像
感性育み 未来織りなす 粋なまち桐生

２ まちづくりの基本テーマ（理念）
① “感性”を育む人づくり
② “つながり”を生かしたまちづくり

３ 人口等の将来展望
「桐生市人口ビジョン」に準拠し、目標とする将来人口を設

定。また、人口とともに世帯数についても推計。
[目標とする将来人口] 2027年 約99,600人 (2023年 約105,000人)
[将来の世帯数] 2027年 約41,700世帯 (2023年 約43,400世帯)

第２章 財政の見通し・土地利用の方針

１ 財政の見通し
「桐生市行政改革方針」や「桐生市公共施設等総合管理計

画」など、今後の行財政運営において考慮すべき中長期的な計画
等を踏まえ、財政の見通しについて記載。

２ 土地利用の方針
「桐生市都市計画マスタープラン」や「桐生市コンパクトシ

ティ計画」など、今後の都市構造の構築において考慮すべき中長
期的な計画等を踏まえ、土地利用の方針について記載。

第３章 施策の大綱

将来都市像の実現、人口の将来展望等の達成に向けて、6つの
施策の方向性に基づいて、分野ごとの施策を展開。また、施策の
展開により、市民の幸福実感度の向上を目指すとともに、SDGs
（持続可能な開発目標）の達成につなげる。
[施策の方向性]
１．産業経済の振興 ４．生活環境の向上
２．福祉・健康の増進 ５．都市基盤の整備
３．教育・文化の向上 ６．計画推進のために

施策の方向性 ＜章＞ 分野別施策 ＜項＞ 

１．産業経済の振興 

 

（産業、観光） 

１．地域産業の活性化 （地域産業） 

２．企業立地の推進 （工業） 

３．商業の活性化とにぎわいづくり （商業） 

４．雇用・労働環境の充実 （雇用・労働環境） 

５．農林業の活性化 （農林業） 

６．観光の振興 （観光） 
   

２．福祉・健康の増進 

 

（福祉、健康、医療） 

１．子ども・子育て支援の充実 （子ども・子育て支援） 

２．介護・高齢者福祉の向上 （介護・高齢者福祉） 

３．障がい者福祉の向上 （障がい者福祉） 

４．地域福祉の向上 （地域福祉） 

５．健康づくりの推進 （健康づくり） 

６．地域医療の充実 （地域医療） 

７．生活支援・社会保障の充実 （生活支援・社会保障） 
   

３．教育・文化の向上 

 

（教育、生涯学習、 

芸術・文化、スポーツ） 

１．学校教育の充実 （学校教育） 

２．教育研究の推進 （教育研究・適応指導） 

３．青少年健全育成の推進 （青少年育成） 

４．生涯学習の推進 （生涯学習） 

５．芸術・文化の振興 （芸術・文化） 

６．スポーツの振興 （スポーツ） 
   

４．生活環境の向上 

 

（環境、安全・安心） 

１．環境保全対策の推進 （生活環境） 

２．循環型社会の推進 （循環型社会） 

３．消防・救急体制の強化 （消防・救急） 

４．防災・減災対策の推進 （防災・減災） 

５．防犯・交通安全対策の推進 （防犯・交通安全） 

６．消費者保護対策の充実 （消費者保護）    

５．都市基盤の整備 

 

（都市基盤） 

１．土地利用と景観の形成 （土地利用・景観） 

２．歴史まちづくりの推進 （歴史まちづくり） 

３．道路交通網の整備 （道路・橋りょう） 

４．公共交通体系の充実 （公共交通） 

５．住宅対策の推進 （住環境・移住・定住） 

６．公園・緑地の整備 （公園・緑地） 

７．水道水の安定供給 （上水道） 

８．汚水・雨水の適正処理 （下水道） 

９．水と緑の保全 （自然環境・河川） 
   

６．計画推進のために 
 

（協働、行政運営） 

１．市民協働の推進 （市民協働） 

２．シティブランディングの推進 （シティブランディング） 

３．広報・広聴の充実 （広報・広聴） 

４．男女共同参画の推進 （男女共同参画） 

５．地域連携の推進 （地域連携） 

６．国際交流の推進 （国際交流） 

７．効率的で健全な行財政運営 （行財政運営） 

 

重点施策

各項において、人口減少対策・桐生ならではの地方創生に向け、特に重
点的に取り組む必要がある施策（次期総合戦略に登載する施策）、また、
そのほか、計画期間において特に重点的に取り組む必要がある施策を重
点施策として位置付け。

別添２


